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●D 試試  験験 

1 受験に当たっての主な注意事項 
⑴ 試験当日の注意事項 

① 受験者入室終了時刻から試験終了までは，試験室から退室できません。 
  体調不良，トイレ等により，やむを得ず退室を希望する場合には，手を挙げて監督者に知らせ，そ

の指示に従ってください。 
ただし，一時退室が認められた場合でも，休養室などでの受験はできません。 

② インフルエンザ，ノロウイルス，新型コロナウイルス等の感染症に罹患し，治癒していない場合

は，他の受験者や監督者等に感染するおそれがあるため受験できません。追試験の受験を申請してく

ださい。 
また，試験当日に発熱・咳等の症状があるなど，体調が万全でない場合は，無理して受験せず，追

試験の受験を申請してください（➔p.53）。 

③ 試験当日は，身分証明書（生徒証・学生証・マイナンバーカード・パスポート・運転免許証・在留

カード等（氏名及び生年月日の記載があり，顔写真付きで，試験日において有効なもの。））の持参

を必須とします。不正行為が疑われる場合や受験票を持参し忘れた場合など，本人確認のために提示

を求めることがあります。 

④ 試験終了後であっても，大学入学共通テストの試験問題をSNSに投稿する等，インターネット上に
掲載することはしないでください。 

⑤ 大学入学共通テストを受験するに当たり，今後，必要な連絡事項がある場合は，12月上旬に大学
入試センターのウェブサイト（➔裏表紙）に掲載する「受験上の注意」に明示するほか，大学入試
センターのウェブサイト等（➔裏表紙）においても情報を提供しますので，確認してください。ま
た，メール及び共通テスト出願サイトのマイページの「お知らせ」でも通知します。 

⑵ 試験時間中の注意事項 

① 所持品の取扱い 

ア 受験票のほかに試験時間中，机の上に置けるものは，次のとおりです。 
  ・ 黒鉛筆（H，F，HBに限る。和歌・格言等が印刷されているものは不可。），鉛筆キャップ 
  ・ シャープペンシル（メモや計算に使用する場合のみ可，黒い芯に限る。） 
  ・ プラスチック製の消しゴム 

・ 鉛筆削り（電動式・大型のもの・ナイフ類は不可。） 
  ・ 時計（辞書，電卓，端末等の機能があるものや，それらの機能の有無が判別しづらいもの・

秒針音のするもの・キッチンタイマーや学習タイマー・大型のものは不可。） 
  ・ 眼鏡，ハンカチ，目薬，ティッシュペーパー（袋又は箱から中身だけ取り出したもの。） 
これ以外の所持品を使用又は置いている場合には，解答を一時中断させて，試験終了まで預かる

ことがあります。 
なお，座布団，クッション，タオル，ひざ掛け，手袋（多汗症用を含む。）の使用を希望する場

合は，試験開始前に監督者に申し出て許可を得てから使用してください。 
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イ 試験時間中に，次のものを使用してはいけません。 
  ・ 定規（定規の機能を備えた鉛筆等を含む。），コンパス，電卓，そろばん，グラフ用紙等の 

補助具 
・ 携帯電話，スマートフォン，ウェアラブル端末（スマートウォッチやスマートグラス等。），

タブレット端末，電子辞書，ICレコーダー，イヤホン，音楽プレーヤー等の電子機器類（リスニ
ングの試験時間に配付する ICプレーヤー，イヤホン及び音声メモリーは除く。） 

  これらの補助具や電子機器類をかばんにしまわず，身に付けていたり手に持っていると不正行為

（➔p.50・51）となることがあります。 

    なお，通信機能のある電子機器類（携帯電話，スマートフォン，ウェアラブル端末（スマート  
ウォッチやスマートグラス等。），タブレット端末等）は，かばんの中にしまっていなければ，電

源が切られていても，使用しているものとし，不正行為となります（衣類のポケット等に入れてい

た場合も，使用しているものとし，不正行為となります。）。 
また，イヤホンは耳に装着していれば使用しているものとし，不正行為となります（試験時間

中，病気・負傷や障害等により補聴器等を使用したい場合は，受験上の配慮の申請（➔p.18）が必
要です。）。 
ウ 試験時間中に使用してはいけない電子機器類は，受験する教科・科目の試験室への受験者入室終

了時刻（12月上旬に大学入試センターのウェブサイト（➔裏表紙）に掲載する「受験上の注意」
に明示。）までに，必ずアラームの設定を解除し電源を切っておいてください。試験開始前に，監

督者の指示で電源が切られているか等の確認を行います。 

エ 試験の実施に影響を与えるおそれがある場合や不正行為が疑われる場合に，監督者等が所持品を

確認することがあります。 
オ 試験室内で，コート類を着用しても差し支えありません。 
英文字や地図等がプリントされている服等は着用しないでください。着用している場合には，脱

いでもらうことがあります。 
カ 耳栓は，監督者の指示が聞こえない場合がありますので，使用できません。 
※ 試験時間中，病気・負傷や障害等により机の上に置けるもの以外のものを使用したい場合は，受

験上の配慮の申請（➔p.18）が必要です。 

② 試験時間中の監督者の巡視 

試験時間中，監督者が試験室内の巡視を行います。その際，監督者が顔を上げるよう指示すること

や，マスクや眼鏡，帽子等を一時的に外すよう指示することなどがあります。 

また，不正行為に見えるような行為は，監督者がカードを用いて注意する場合があります。 

③ 解答上の注意事項 

ア 解答には，必ず黒鉛筆（H，F，HBに限る。）及びプラスチック製の消しゴムを使用してくださ
い。黒鉛筆以外のもの（シャープペンシル等）を使用してマークした場合には，解答が読み取れな

いことがありますので，使用しないでください。 
イ 解答用紙に解答科目（又は出題範囲）がマークされていない場合又は複数の科目（又は出題範

囲）にマークされている場合は，解答科目（又は出題範囲）が特定できないため，0点となる場

合があります。 
  なお，正しくマークされていない場合の採点の取扱いについては，12月上旬に大学入試センター
のウェブサイト（➔裏表紙）に掲載する「受験上の注意」で確認してください。 
ウ 受験番号が正しくマークされていない場合は，採点できないことがあります。 

エ 解答は，解答用紙の「マーク例」に従って，正しくマークしてください。マークが薄い場合，一

部分しかマークしていない場合，訂正箇所を消しゴムできれいに消していない（消し跡が残ってい

る）場合は，解答が正しく読み取れないことがあります。 

④ その他の注意事項 

ア 配付された問題冊子は，その試験時間が終了するまで，試験室から持ち出すことはできません。
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持ち出した場合は，不正行為となります。 
イ 地理歴史，公民においては，「地理歴史，公民①」と「地理歴史，公民②」の 2冊の問題冊子が
配付されます。試験時間中は配付された 2冊の問題冊子を机上に置いてください。 

   また，外国語において別冊子試験問題の配付を希望した場合は，別冊子試験問題と「外国語

〔『英語（リーディング）』〕」の 2冊の問題冊子が配付されます。この場合においても試験時間
中は 2冊の問題冊子を机上に置いてください。 

ウ 試験時間中に監督者が，出願時に登録した写真と受験者の顔の確認を行います。本人確認のため

に，顔を上げるよう監督者が指示することや，マスクや眼鏡，帽子等を一時的に外すよう監督者が

指示することがあります。 
 エ 試験時間中に日常的な生活騒音等（監督者の巡視による足音・監督業務上必要な打合せなど，航

空機・自動車・風雨・空調の音など，周囲の受験者の咳・くしゃみ・鼻をすする音など，携帯電話や時

計等の短時間の鳴動，リスニングのイヤホンやヘッドホンからの音漏れ，周囲の建物のチャイム音

など）が発生した場合でも救済措置はありません。 

⑶ 不正行為 

① 次のことをすると不正行為となります。不正行為を行った場合は，その場で受験の中止と退室を

指示され，それ以後の受験はできなくなります。また，受験した大学入学共通テストの全ての教

科・科目の成績を無効とします。なお，不正行為については，状況により警察へ被害届を提出する

などの対応をとる場合があります（出願内容の登録における不正行為については，「※※  出出願願内内容容

のの登登録録ににおおけけるる注注意意事事項項」（➔p.36）を確認してください。）。 

ア 共通テスト出願サイトから取得した受験票等の内容を改ざんすること。 

イ 解答用紙へ故意に虚偽の記入（本人以外の氏名・受験番号を記入するなど。）をすること。 

ウ カンニング（試験の教科・科目に関係するメモやコピーなどを机上等に置いたり見たりするこ

と，教科書，参考書，辞書等の書籍類の内容を見ること，他の受験者の答案等を見ること，他の

人から答えを教わることなど。）をすること。 

エ 他の受験者に答えを教えたりカンニングの手助けをすること。 

オ 配付された問題冊子を，その試験時間が終了する前に試験室から持ち出すこと。 

カ 解答用紙を試験室から持ち出すこと。 

キ 「解答はじめ。」の指示の前に，問題冊子を開いたり解答を始めること。 

ク 試験時間中に，定規（定規の機能を備えた鉛筆等を含む。），コンパス，電卓，そろばん， 

グラフ用紙等の補助具を使用すること。 

ケ 試験時間中に，電子機器類（携帯電話，スマートフォン，ウェアラブル端末（スマートウォッ

チやスマートグラス等。），タブレット端末，電子辞書，ICレコーダー，イヤホン，音楽プレー
ヤー等）を使用すること。 
※ 通信機能のある電子機器類（携帯電話，スマートフォン，ウェアラブル端末（スマート 
ウォッチやスマートグラス等。），タブレット端末等）は，かばんの中にしまっていなけれ

ば，電源が切られていても，使用しているものとし，不正行為となります（衣類のポケット

等に入れていた場合も，使用しているものとし，不正行為となります。）。 
※ イヤホンは，耳に装着していれば使用しているものとし，不正行為となります（試験時間

中，病気・負傷や障害等により補聴器等を使用したい場合は，受験上の配慮の申請（➔p.18）
が必要です。）。 

コ 「解答やめ。鉛筆や消しゴムを置いて問題冊子を閉じてください。」の指示に従わず，鉛筆や

消しゴムを持っていたり解答を続けること。 
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② ①以外にも，次のことをすると不正行為となることがあります。指示等に従わず，不正行為と認

定された場合の取扱いは，①と同様です。 

ア 試験時間中に，定規（定規の機能を備えた鉛筆等を含む。），コンパス，電卓，そろばん，グ

ラフ用紙等の補助具や電子機器類（電子辞書，ICレコーダー，イヤホン，音楽プレーヤー等），
教科書，参考書，辞書等の書籍類をかばんにしまわず，身に付けていたり手に持っていること。 
 ※ 通信機能のある電子機器類（携帯電話，スマートフォン，ウェアラブル端末（スマート 

  ウォッチやスマートグラス等。），タブレット端末等）は，かばんの中にしまっていなけれ

ば，電源が切られていても，使用しているものとし，不正行為となります（衣類のポケット

等に入れていた場合も，使用しているものとし，不正行為となります。）（➔p.50）。 

イ 試験時間中に携帯電話や時計等の音（着信・アラーム・振動音など。）を長時間鳴らすなど，

試験の進行に影響を与えること。 

ウ 監督者の指示に従わず，ICプレーヤーを操作したり，ICプレーヤーの不具合について虚偽の
申出をすること。 

エ ICプレーヤー，イヤホン及び音声メモリーを試験室から持ち出すこと。 

オ 試験に関することについて，自身や他の受験者が有利になるような虚偽の申出をすること。 

カ 試験場において他の受験者の迷惑となる行為をすること。 

キ 試験場において監督者等の指示に従わないこと。 

ク その他，試験の公平性を損なうおそれのある行為をすること。 
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⑷ 解答用紙の正しいマーク・記入例  

 （試験場コード 200011，受験番号 1120Cの駒場未来が『数学Ⅰ， 数学Ａ』を解答する場合） 
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⑷ 解答用紙の正しいマーク・記入例  

 （試験場コード 200011，受験番号 1120Cの駒場未来が『数学Ⅰ， 数学Ａ』を解答する場合） 

  

 

2 追試験及び再試験 

⑴ 追試験の実施 

① 追試験の対象者 

ア 疾病（インフルエンザ・ノロウイルス・新型コロナウイルス・風邪等を含む。）・負傷により試験

を受験できない者 

イ 試験場に向かう途中の事故により試験を受験できない者 

ウ その他やむを得ない事由（両親等の危篤・死亡，自宅の火災等）により試験を受験できない者 

② 追試験については，令和 9年 1月 23日(土)及び 24日(日)に実施します。ただし，下記⑵の再試験

をこの期日より後に実施する必要が生じた場合には，追試験についても再試験と同一の期日に実施し

ます。 

③ 出題教科・科目の出題方法及び試験時間等は，本試験に準じます。 

④ 追試験の試験場は，原則として全国を 2地区に分け，地区ごとに設定します。 

試験場は，大学入試センターのウェブサイト（➔裏表紙）から確認してください。 

⑤ 追試験の受験申請方法等の詳細については，12月上旬に大学入試センターのウェブサイト（➔裏
表紙）に掲載する「受験上の注意」に明示します。 

⑥ 追試験についての再試験及び追試験はありません。 
 
⑵ 再試験の実施 

① 再試験は，雪・地震等による災害，試験実施上の事故，その他の事情により，本試験が所定の期日

に実施できない又は完了しなかった場合のみ実施します。 

② 再試験については，令和 9年 1月 23日(土)及び 24日(日)に実施します。ただし，当日の実施が不

可能な場合は，この期日より後にできるだけ速やかに実施します。 

③ 再試験は，原則として所定の期日までに受験希望を申し出た場合に許可します。 

④ 再試験についての再試験及び追試験はありません。 
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